
令和８年度 香川県埋蔵文化財センター 

会計年度任用職員（発掘作業員 試掘）登録者選考試験案内 

 

令 和 ８ 年 ３ 月 

香川県埋蔵文化財センター 

 

香川県埋蔵文化財センターでは、令和８年度に埋蔵文化財の調査業務に従事する会計年度

任用職員（発掘作業員 試掘）を募集します。 

 

１ 登録予定人数及び業務内容 

登録予定人数 業 務 内 容 

５名程度 試掘現場における土の掘削・運搬、草刈り、出土品の洗浄等 

  ※香川県教育委員会により、地方公務員法第 22 条の２第１項第１号に規定する一般職

非常勤職員である「パートタイム会計年度任用職員」として任用され、地方公務員法

の服務に関する規定が適用されます。 

  ※香川県内全域（島しょ部を除く）で勤務可能な方のみを登録した場合は５名とする予

定ですが、勤務可能範囲が限られる方を登録した場合、登録人数を増やす可能性があ

ります。 

 

２ 受験資格 

  発掘作業の経験があること（未経験者は応募不可） 

  次の地方公務員法第 16条の欠格条項のいずれにも該当しない者に限ります。 

  (ア) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

  (イ) 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

  (ウ) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 提出書類 

履歴書、選考試験申込書 

  ※どちらも指定様式をご使用ください。 

 

４ 試験方法 

  日  時 令和８年４月８日（水） 

       ＊面接時間は、受付時にご案内します。 

＊遅刻した場合は受験できません。 

 場  所 香川県埋蔵文化財センター（坂出市府中町字南谷５００１－４） 

  試験内容 個別面接（所要時間 1人１５分） 

  合格発表 令和８年４月１５日（水）午前中に、合格が内定した本人あてに電話連絡し

ます。その後、合否にかかわらず、全員に合否の文書を郵送します。 



  ＊なお、個別面接の評価が一定以下の場合は、採用者なしとする場合もあります。 

 

５ 受験申込方法及び申込受付期間 

申込方法  履歴書と採用選考試験申込書に必要な事項を記入し、ハローワークの

紹介状を添えて次のとおり香川県埋蔵文化財センター総務課に提出して

ください。 

※履歴書には、発掘作業の経験歴を必ず記載してください。 

 ※採用選考試験申込書の勤務可能地欄のいずれかに必ず○印を付けて

ください。 

①直接持参する場合 

 香川県埋蔵文化財センター総務課へ提出してください。 

②郵便による場合 

 封筒の表に「会計年度任用職員（発掘作業員 試掘）登録者選考試験

申込」と朱書きして、香川県埋蔵文化財センター総務課まで郵送して

ください。 

受付期間 令和８年３月１９日（木）から令和８年４月６日（月）まで（土曜日、

日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで）です。 

 応募者多数の場合、募集期限前に申込みを締切ることがあります。 

 受付期間後はどのような理由があっても受け付けません。 

 郵送の場合は、令和８年４月６日（月）必着でお願いします。 

 

６ 雇用条件等 

 （１）名簿登録及び採用 

合格者は、令和８年５月 11日付けで、「会計年度任用職員（発掘作業員 試掘） 

採用候補者名簿」に登録され、選考の成績順に、会計年度任用職員として採用します。 

  名簿の登録有効期間は、登録開始日から令和９年３月 31日までです。 

  なお採用については、令和８年５月 11日から開始予定ですが、勤務地の関係で、選

考の成績が下位の者が採用されることや、採用候補者名簿に登録されても、名簿の登

録期間内に採用されないことがあります。逆に、名簿の登録期間内に、複数回採用さ

れることもあります。 

  採用を辞退した場合は、名簿の最後の順位になります。 

 （２）雇用期間 

    雇用期間は、原則として、採用となった日から最長で２週間程度ですが、実際の勤

務日数（以下「実勤務日数」という。）は、雇用期間中の数日間です。悪天候の影響等

により、断続的な勤務となる可能性があります。 

初回の採用は、５月 11 日（月） ２名 実勤務日数５日間（中讃地区）の予定です。 

現時点でのこれ以降の登録期間内の採用見込は次のとおりです。（今後増減する可能

性があります。） 

   東讃地区：１名 実勤務日数５日間（１回）、１名 実勤務日数 3 日間（１回） 

   高松地区：１名 実勤務日数２日間（１回）、１名 実勤務日数５日間（１回） 

   中讃地区：２名 実勤務日数５日間（１回）、１名 実勤務日数５日間（１回）、 

１名 実勤務日数２日間（１回）、１名 実勤務日数４日間（１回） 

１名 実勤務日数２日間（１回） 

   西讃地区：１名 実勤務日数２日間（１回） 

 



７ 勤務場所 

香川県内全域（島しょ部を除く） 

 

８ 報酬及び勤務時間 

  (1) 報酬日額 ８，１６５円 

         ※地域手当相当額を含む。 

※雇用期間中における実勤務日数分を支給します。 

(2) 通勤手当 片道通勤距離２ｋｍ以上が支給対象 

・自家用車等による通勤の場合 

 日額１，７３０円を上限に、通勤距離に応じた額を支給 

・公共交通機関利用の場合 

 最も経済的な乗車券の額を支給 

  (3) 期末手当 なし 

  (4) 勤勉手当 なし 

  (5) 勤務時間 午前８時３０分～午後５時００分 

（７時間３０分、休憩時間１２時００分～１３時００分） 

原則として祝日を除く月～金曜日 

  (6) その他  労災保険に加入 

※ 報酬等、加入保険等については、今後の給与改定・制度改正により、変更となる場合が

あります。 

 

９ 申込み及び問合わせ先 

香川県埋蔵文化財センター 総務課 

(所在地) 〒762-0024 香川県坂出市府中町字南谷５００１－４ 

(電 話) 0877-48-2191 

(ＦＡＸ) 0877-48-3249 

(ＨＰアドレス) https://www.pref.kagawa.lg.jp/maibun/ 


